
● 設備故障時の復旧体制
　設備が正常に動作するように、日々の点検整備を実施して
いますが、万が一設備故障が発生した時は早期に現場へ到着
し復旧対応ができるよう、保守担当の事務所を東急全線に分
散配置する体制としています。

● 事故 ･ 災害発生時の情報伝達・通報系統
　事故、災害が発生した際、社内および関係箇所との連絡体
制を構築しています。

　事故や災害などが発生した場合に備え、警戒体制および復
旧体制として、事故 ･災害の規模に応じて、特別体制、第 1
種（A）体制、第 1種（B）体制、第 2種体制、第 3種体制
の5つの体制を定めています。そのうち、特別体制、第1種（A）
体制、第 1種（B）体制が予想される場合は、事故 ･災害対
策会議を招集します。会議内で必要と判断された場合は、事
故 ･災害対策本部を設置し、以下の情報伝達 ･通報系統の体
制を取ります。

● 警戒体制および復旧体制の種別と発令基準例
　特別体制、第 1種（A）体制、第 1種（B）体制が発令さ
れる具体的な基準例です。

▶特別体制
	 ●	特別警報が発表されたとき
	 ●	復旧に相当日数を必要とする災害が発生したとき
	 ●	はん濫発生情報、はん濫危険情報が発表された	
	 	 とき	 など

▶第 1 種（A）体制
	 ●	震度 5強以上の地震を観測したとき
	 ●	地震による被害が軽微で早期復旧が可能である	
	 	 とき
	 ●	長時間の運行支障が生じる事件、事故、その他	
	 	 要因による事象が発生したとき、または発生が予	
	 	 想されるとき	 など

▶第 1 種（B）体制
	 ●	震度 5弱の地震を観測したとき
	 ●	運行支障が生じる事件、事故、その他要因による	
	 	 事象が発生したとき、または発生が予想されるとき	
	 	 	 など
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※地震発生時の震度は、当社地震計の測定値による

※大雨、暴風、大雪、河川はん濫については、気象庁や気	
　象会社の予測を基に体制発令の判断をします。
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